
津市監査委員告示第１１号  

定期監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として講じた措置

について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の

規定により、津市長及び津市農業委員会会長から通知があったので、次の

とおり公表する。  
平成１９年１２月１９日  

 
津市監査委員 岡  部  高  樹   

同     平  岡  益  生   
同     永  田    正   
同     山  中  利  之   

監査の結果及び講じた措置の内容  
平成１９年８月２８日付津市監査委員告示第８号公表分  

監査対象部局等  総務部  総務課  
【監査の結果】  

市 史 編 さ ん は 専 門 的 な 知 識

を要する業務であり、かつ、合

併 前 の 旧 市 町 村 に お け る 市 町

村史は、編さん時期や資料の整

備状況等が異なることから、大

変困難な作業であるが、今後、

関係部局との連携を図り、でき

る だ け 速 や か に 編 さ ん 方 針 の

構築に取り組まれるとともに、

広く関係資料の収集及び整理、

目 録 等 の 整 備 が 行 わ れ る よ う

期待するものである。  

【措置の内容】  
市 史編 さん を行 って いく にあ たり 、旧

市町村の 歴史的・ 文化的資 料の散逸 が懸

念される ことから 、当分の 間、旧津 市に

係るもの について は各担当 課におい て、

そ の 他 の 旧 市 町 村 に 係 る も の に つ い て

は、各総 合支所に おいて保 管するこ とと

し、保管 に係る考 え方等に ついては 、総

務 部 総 務 課 が 総 括 す る こ と と し て い ま

す。  

監査対象部局等 総務部 情報企画課  
【監査の結果】  
 情報化推進事業として、平成１

８年１０月に津市電子自治体構

築計画を策定されているが、今

後、同計画に定める電子申請シス

テム、ＧＩＳ（地理情報システ

ム）、統合型文書管理システム、

【措置の内容】  
ＧＩＳ (地理情報システム )の導入にあた

っては、平成１９年１１月１日より稼動し

ました。  



電子入札システムの導入にあた

っては、庁内各課との十分な調整

を図り、円滑な実現に努められた

い。  

 

監査対象部局等  財務部  契約財産課  
【監査の結果】  

本庁舎に係る行政財産使用料

の納付期限を、津市会計規則に規

定されたとおり（納入通知書の発

行の日から１５日以内）に定めら

れていなかったので指導した。

 

【措置の内容】  
 行政財産使用料の納付期限については、

津市会計規則の規定どおり（納入通知書の

発行の日から１５日以内）に改めました。

監査対象部局等  市民部  市民課  
【監査の結果】  

窓口で収納された手数料につ

いて、指定金融機関への払い込み

が遅れているものが見受けられ

たので指導した。 

  

 

 

 

 

出張旅費において計算誤り（日

当の減額調整漏れ）があったので

適正に処理するよう指導した。

 

 

 

 

青谷地区環境保全協議会補助

金については、申請者において交

付申請や実績の内容などをより

詳細に記載する旨、指導した。

 

【措置の内容】  

 窓口で収納された手数料について、金融

機関への払い込みが遅れているとのご指摘

につきましては、速やかに事務処理を行う

よう措置しました。また、今後につきまし

ても、公金収納を適正に管理するため、払

い込みを翌日（金曜日及び休日分について

は休日明け）行うよう引き続き徹底を図り

ました。 

 

出張旅費における計算誤り（日当の減額

調整漏れ）について、適正額を算出し平成

１９年４月２５日差額分を返納する措置を

講じました。 

今後、適正に事務処理を行うよう徹底し

ました。 

 

青谷地区環境保全協議会に対し、交付申

請書や実績報告書の内容について、詳細な

記載をするよう指導を図りました。  



監査対象部局等  市民部  津リージョンプラザ  

【監査の結果】 

 当施設は開館後１９年が経過

し、施設及び設備の老朽化が著し

いため、平成１７年度から「津リ

ージョンプラザ施設及び設備の

改修・更新３か年計画」に基づき

整備に取り組まれているが、平成

１９年には、お城ホールの舞台照

明及び音響設備の改修工事が実

施されることから、工事期間中

は、他の本市施設の利用案内など

利用者への適切な対応に努めら

れたい。 

なお、当年度末現在のお城ホー

ルの利用率（利用日数／開館日

数）は、７１．１パーセントとな

っているが、また、その使用料減

免率（減免金額／減免前使用料）

は３１．１パーセントとなってお

り、リニューアル後は施設利用率

の一層の向上に努められるとと

もに、指定管理者制度の導入をも

含めた効率的な管理運営方法へ

の見直しを検討されたい。  

【措置の内容】 

「工事期間中は、他の本市施設の利用案内

な ど 利 用 者 へ の 適 切 な 対 応 に 努 め ら れ た

い」については、工事期間中は市内の他施

設を積極的に使用するようリージョンプラ

ザ管理事務室来館者に対し周知するととも

に、抽選会時や館内の貼紙などによっても

周知を行いました。 

「施設利 用率の一 層の向上 に努めら れる

とともに 」につい てはリー ジョンプ ラザ

の案内表 示板によ る利用向 上のため の掲

示や、施 設案内パ ンフレッ トの増刷 を行

うなどし て、利用 率の向上 に努めて おり

ます。     

監査対象部局等  健康福祉部  こども家庭課  
【監査の結果】  

全国的に問題となっている保

育所入所負担金の未納問題につ

いて、本市の未納額は約９，４４

０万円（平成１９年５月１７日現

在）となっているが、その未納原

因を分析するとともに、徴収体制

を確立し、悪質な滞納者に対して

は滞納処分も視野に入れて、問題

【措置の内容】  
滞納者別にリストを作成し、文書での督

促通知や電話での催告や納付指導を行うな

ど措置を講じました。  
 



の解決に努められたい。   
監査対象部局等  健康福祉部  保健センター  

【監査の結果】  
中央保健センターにおいて、

当年度の歳入に係る（社）津地

区 医 師 会 へ の 市 有 地 賃 貸 料 約

９３万円について、平成１９年

３ 月 ３ １ 日 ま で に 当 該 歳 入 の

調 定 が 行 わ れ て い な か っ た の

で、法令及び津市会計規則の規

定を踏まえ、必要な是正措置を

講じるよう指導した。  

【措置の内容】  
（社）津地区医師会への市有地賃貸料約９

３万円が、平成１９年３月３１日までに当該

歳入の調定が行われていなかったことにつ

いて、調定処理を行うとともに、同会への請

求事務の適正化を図りました。  
 

 
芸濃保健センターにおいて、同

センター使用料の減免に当たり

申請書の一部に不備があったた

め、津市保健センターの設置及び

管理に関する条例（この項におい

て「保健センター条例」という。）

第８条に基づく減免申請理由の

記載について指導した。 

 
安濃保健センターの使用許可

に当たり、使用許可申請書への押

印が求められていたが、保健セン

ター条例及び同条例施行規則に

基づき、申請者に手続上の過度の

負担を求めることのないよう是

正を指導した。 

 
芸濃保健センターにおいて、使用料の減免

に当たり申請書の一部に不備があったこと

について、津市保健センターの設置及び管理

に関する条例に基づき、減免申請理由の記載

を行う旨の事務処理の統一を図りました。

 
 
 
 

安 濃 保 健 セ ン タ ー の 使 用 許 可 に 当 た

り 、 使 用 許 可 申 請 書 へ の 押 印 が 求 め ら れ

て い た こ と に つ い て 、 保 健 セ ン タ ー 条 例

及 び 同 条 例 施 行 規 則 に 基 づ き 、 押 印 不 要

とする事務処理の統一を図りました。  

監査対象部局等  農林水産部  農林水産課  
【監査の結果】 

ＪＡ受託者部会負担金は実質

的に助成金に当たることから、津

市補助金等交付規則に定める補

助金等交付申請書の提出をはじ

【措置の内容】  
平成１９年度よりＪＡ受託者部会に対し

て、津市補助金等交付規則に基づく津市農林

業振興補助金交付要綱の「営農・生産団体育

成補助金」として、適正な手続きのもと補



めとする適切な手続きを行うよ

う是正を指導した。  
 

津市農業振興地域整備計画の

変更（農用地利用計画に係る農用

地区域からの除外）に当たり、農

業振興地域の整備に関する法律

施行令第３条第３項で準用する

同条第１項は「農業協同組合」の

意見聴取を、また同法施行規則第

３条の２第２項で準用する同条

第１項は「農業委員会」の意見聴

取を義務付けていることから、同

計画の変更に当たっては当該法

規に基づくこれらの手続きを経

て行うよう是正を指導した。  
 

助金として支出するように処理を行いまし

た。  
 

平成１９年度より農業協同組合からの意

見聴取を行うよう是正しました。また、農業

委員会からの意見聴取についても平成２０

年度に予定しております大幅な見直しより

実施することで協議に入っております。  
 
 
 

 

監査対象部局等  農林水産部 農業基盤整備課  

【監査の結果】  
新池堤体に係る行政財産使用

料の調定に漏れがあったことか

ら、速やかに適正な処理を行うよ

う指導した。  

【措置の内容】  
新池堤体に係る行政財産使用料の調定に

漏れがあったことについて、平成１９年６月

１日に過年度ため池堤体等使用料として調

定するとともに、当該占用者に納付書の発行

を行い、６月６日に納付されました。  

監査対象部局等  農業委員会事務局  

【監査の結果】  
農地法第８４条に定める小作

地の所有状況を記載した書類の

作成及び縦覧については、早期に

実施されるよう指導した。  
 
農業委員視察研修において、旅

費の計算誤りがあったため、必要

【措置の内容】  
農地法８４条に定める小作地の所有状況

を記載した書類の作成及び縦覧を実施しま

した。  
 
 

旅費の過払いについて５月に戻入し、是正

しました。  



な是正を指導した。  
 

農地部会が２つあるが、法令

に基づく許可処分については、

一貫性が強く求められることか

ら、適切な処分に努められたい。

 
農業委員会等に関する法律施

行 規 則 第 １ ０ 条 の 趣 旨 に 照 ら

し、これを広く一般に知らせる

措置を講じられたい。  
 

 
 

法令に基づく許可処分について、委員全員

による認識の共有を図るため研修会等を実

施しました。  
 
 

津市農業委員会の農地部会は２部会制で

あることを津市ホームページ「農業委員会の

概要」において第１・第２農地部会の区域を

登載し、一般に広く周知する措置を講じまし

た。  

監査対象部局等  都市計画部 都市管理課  

【監査の結果】  
出 張 旅 費 に お い て 計 算 誤 り

（日当の減額調整漏れ）があっ

たので適正に処理するよう指導

した。  

【措置の内容】  
ご指導いただいた件につきまして、適正な

処理をいたしました。  

監査対象部局等  都市計画部 津駅前北部土地区画整理事務所

【監査の結果】  
公共施設用地に係る行政財産

使用料の納付期限を、津市会計

規則に規定されたとおり（納入

通知書の発行の日から１５日以

内）に定められていなかったの

で指導した。  
 

土地区画整理審議会委員に対

する費用弁償の支払いに漏れが

あったので、適正に処理するよ

う指導した。  
 

【措置の内容】  
公共施設用地に係る行政財産使用料につ

いて、納付期限を納入通知書発行の日より１

５日以内に設定する措置をしました。  
 
 
 
 

土地区画整理審議会委員に対する費用弁

償について、今後は適正な処理をいたしま

す。  

 


